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証人等の実費弁償に関する条例 

 

平成 19 年２月１日 

条 例 第 １ ５ 号 

 

改正 平成 25年 2 月 21日 条例第 2 号 

 

 

（趣旨及び適用範囲） 

第１条 この条例は、次に掲げる者（以下「証人等」という。）の実費弁償について定め

るものとする。 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条の３第３項の規定により出頭した

関係人 

(2) 地方自治法第１００条第１項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人 

(3) 地方自治法第１１５条の２第１項（地方自治法第１０９条第５項において準用する

場合を含む。）の規定により公聴会に参加した者 

(4) 地方自治法第１１５条の２第２項（地方自治法第１０９条第５項において準用する

場合を含む。）の規定により出頭した参考人 

(5) 地方自治法第１９９条第８項の規定により出頭した関係人 

(6) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第１項の規定により出頭した

選挙人その他の関係人 

(7) 広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考

人、通訳、講師等として旅行した者（広域連合職員を含む。） 

（実費弁償） 

第２条 証人等には、その要した実費弁償として旅費を支給する。 

（旅費の種類及び額） 

第３条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、

別表に定める額とする。 

（旅費の支給方法） 

第４条 旅費の支給方法については、栃木県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関す

る条例（平成１９年栃木県後期高齢者医療広域連合条例第１６号）の規定を準用する。 

（委任） 
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第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。 

附 則 

この条例は、平成１９年２月１日から施行する。 

   附 則 

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１

条ただし書きに規定する施行の日から施行する。ただし、事項の規定は公布の日から施

行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の公布の日からこの条例公布の日までの間における改正前の証人等の実費弁

償に関する条例第１条第３号及び第４号の規定の適用については、同条第３号中「第１

０９条第４項、第１０９条の２第４項及び１１０条第４項」とあるのは「第１０９条第

５項（第１０９条の２第５項又は１１０条第５項において準用する場合を含む。）及び第

１１５条の２第１項」とし、同条第４号中「第１０９条第５項、第１０９条の２第４項

又は第１１０条第４項とあるのは「第１０９条第６項（第１０９条の２第５項又は第１

１０条第５項において準用する場合を含む。）及び第１１５条の２第２項」とする。 

 

別表（第３条関係） 

鉄道賃 船賃 車賃 
日当 

(1日につき) 

宿泊料 

(1夜につき) 

食卓料 

(1夜につき) 

栃木県後期高齢者医療広域連合職員等

の旅費に関する条例の規定を適用し、計

算して得られる額 

２，３００円 １１，４００円 ２，３００円 

 

 


